
　
　
　
　
　
　
　
　
　

目　
　

次

ペ
ー
ジ

 
告

示

〇
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定 

（
障
害
福
祉
課
）　

　

一

〇
漁
業
災
害
補
償
法
に
基
づ
く
同
意
の
届
出
の
審
査
結
果
（
区
域
内
特
定
養

　

殖
業
者
） 

（
農
林
水
産
経
営
支
援
課
）　

　

一

〇
平
成
十
九
年
宮
城
県
告
示
第
三
百
十
八
号
（
漁
業
災
害
補
償
法
に
基
づ
く
漁
業
共
済

　

に
係
る
加
入
区
の
設
定
）
の
一
部
改
正 

（　
　

同　
　

）　

　

二

〇
建
設
業
許
可
の
取
消
し 

（
事
業
管
理
課
）　

　

二

〇
土
砂
災
害
警
戒
区
域
及
び
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
指
定 

（
防
災
砂
防
課
）　

　

二

〇
土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
指
定 

（　
　

同　
　

）　

　

三

〇
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
の
届
出 

（
大
河
原
地
方
振
興
事
務
所
）　

　

四

〇
土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
の
認
可 

（
北
部
地
方
振
興
事
務
所
）　

　

四

〇
土
地
改
良
区
役
員
の
就
任
及
び
退
任
の
届
出 

（
東
部
地
方
振
興
事
務
所
）　

　

四

 
公

告

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
係
る
落
札
者
の
決
定 

（
情
報
シ
ス
テ
ム
課
）　

　

四

〇
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了 

（
建
築
宅
地
課
）　

　

五

 
選
挙
管
理
委
員
会

〇
証
票
の
無
効 

五

 
監
査
委
員

〇
定
期
監
査
等
の
結
果
の
公
表 

五

 
正

誤

〇
宮
城
県
公
報
第
二
二
八
〇
号
中 

六

〇
宮
城
県
公
報
平
成
二
三
年
号
外
第
五
九
号
中 

六

 
告

示

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
二
十
四
号

　

障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
障
害
福
祉
サ
ー

ビ
ス
事
業
者
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
九
月
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
二
十
五
号

　

漁
業
災
害
補
償
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
五
十
八
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）
第
百
二
十
五
条
の
六
第
三
項

に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
五
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
の
あ
っ
た
次
の
加
入
区
に
係
る
区
域
内
特
定
養
殖

業
者
の
共
済
契
約
の
締
結
の
申
込
み
又
は
規
約
の
設
定
に
つ
い
て
の
同
意
は
、
法
第
百
二
十
五
条
の
六
第
一
項
に
規
定

す
る
要
件
に
適
合
す
る
も
の
と
認
め
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
九
月
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
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事

業

所

番

号

〇
四
一
〇
二
〇
〇
六
九
五

事
業
所
の
名
称
及
び

所
在
地

ア
ト
リ
エ
み
な
と

石
巻
市
湊
町
鳥
井
崎
一

の
八

指
定
障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

就
労
継
続
支
援
Ｂ

型

設
置
者
名

社
会
福
祉
法
人

石
巻
祥
心
会

指
定
年
月
日

平
成
二
十
三
年

九
月
一
日

加
入
区
の

名　
　

称

宮
城
県
第

二
百
一
加

入
区

宮
城
県
第

二
百
三
加

入
区

区　
　

域

平
成
十
九
年
宮

城
県
告
示
第
三

百
十
八
号
（
漁

業
災
害
補
償
法

に
基
づ
く
漁
業

共
済
に
係
る
加

入
区
の
設
定
）

で
告
示
さ
れ
た

宮
城
県
漁
業
協

同
組
合
の
塩
釜

市
浦
戸
支
所
の

地
区
の
う
ち
桂

島
、
石
浜
の
区

域平
成
十
九
年
宮

城
県
告
示
第
三

百
十
八
号
（
漁

業
災
害
補
償
法

に
基
づ
く
漁
業

同
意
成
立
の

届
出
年
月
日

平
成
二
十
三
年

八
月
二
十
九
日

平
成
二
十
三
年

八
月
二
十
九
日

発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名

塩
釜
市
浦
戸
桂
島
字
庵
寺

八－

二

内
海　

信
吉

塩
釜
市
浦
戸
桂
島
字
鬼
ケ

浜
十
八－

二

内
海　

公
男

塩
釜
市
浦
戸
野
々
島
字
河

岸
七
内
海　

貞

塩
釜
市
浦
戸
野
々
島
字
河

岸
三
十

養
殖
業
の
種
類

漁
業
災
害
補
償

法
施
行
令
（
昭

和
三
十
九
年
政

令
第
二
百
九
十

三
号
）
第
十
八

条
の
四
に
規
定

す
る
特
定
か
き

養
殖
業

漁
業
災
害
補
償

法
施
行
令
（
昭

和
三
十
九
年
政

令
第
二
百
九
十

三
号
）
第
十
八

区
域
内
特
定

養
殖
業
者
数

九
人

七
人



〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
二
十
六
号

　

平
成
十
九
年
宮
城
県
告
示
第
三
百
十
八
号
（
漁
業
災
害
補
償
法
に
基
づ
く
漁
業
共
済
に
係
る
加
入
区
の
設
定
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
三
年
九
月
六
日
か
ら
施
行
す
る
。　

　
　

平
成
二
十
三
年
九
月
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

法
第
百
二
十
五
条
の
二
に
掲
げ
る
漁
業
（
特
定
か
き
養
殖
業
）
の
表
宮
城
県
第
十
三
加
入
区
の
項
を
削
り
、
同
表
宮

城
県
第
十
四
加
入
区
の
区
域
の
項
中
「鮪

立

」
を
「上

鮪
立
，
鮪
立

」
に
改
め
、
同
表
宮
城
県
第
十
六
加
入
区
の
項
を

削
り
、
同
表
宮
城
県
第
十
七
加
入
区
の
区
域
の
項
中
「西

舞
根

」
を
「東

舞
根
，
西
舞
根

」
に
改
め
る
。

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
二
十
七
号

　

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
建
設
業
の
許
可
を
取
り
消

し
た
。

　
　

平
成
二
十
三
年
九
月
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

許
可
を
取
り
消
し
た
年
月
日

　
　

平
成
二
十
三
年
九
月
五
日

二　

商
号
又
は
名
称
等

 

三　

許
可
取
消
し
の
原
因

　
　

建
設
業
に
係
る
廃
業
等
の
届
出
が
あ
り
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
に
該
当

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
二
十
八
号

　

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
五
十
七
号
）

第
六
条
第
一
項
及
び
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
区
域
を
土
砂
災
害
警
戒
区
域
及
び
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区

域
に
指
定
す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
九
月
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
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共
済
に
係
る
加

入
区
の
設
定
）

で
告
示
さ
れ
た

宮
城
県
漁
業
協

同
組
合
の
塩
釜

市
浦
戸
支
所
の

地
区
の
う
ち
野 

々
島
の
区
域

鈴
木　

久
雄

条
の
四
に
規
定

す
る
特
定
か
き

養
殖
業

商
号
又
は
名
称
及

び
代
表
者
の
氏
名

東
伸
工
業
株
式
会

社菊
地　

憲
市

株
式
会
社
ピ
ー
ア

イ
工
業

東
海
林　

の
り
子

有
限
会
社
佐
藤
建

材

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

石
巻
市
大
宮
町
四－

十
六

仙
台
市
青
葉
区
愛
子
中
央

一
丁
目
一－

二

大
崎
市
古
川
諏
訪
二
丁
目

二－

八

建

設

業

許

可

番

号

般－

十
八

第
五
千
二
百
十

九
号

般－

十
九

第
一
万
四
千
九

百
二
十
八
号

般－

二
十

第
一
万
五
千
三

申
請
区
分
及
び
許
可

を
取
り
消
し
た
建
設

工
事
の
種
類　
　
　

一
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

土
木
工
事
業

　

と
び
・
土
工
工
事
業

　

ほ
装
工
事
業

　

水
道
施
設
工
事
業

一
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

建
築
工
事
業

　

電
気
通
信
工
事
業

全
部
廃
業

一
般
建
設
業

受

付

年

月

日

平
成
二
十
三
年

 

八
月
三
日

平
成
二
十
三
年

 

八
月
十
六
日

平
成
二
十
三
年

 

八
月
一
日

佐
藤　

信
三

有
限
会
社
リ
フ
ォ 

ー
ム
サ
ー
ビ
ス

内
海　

善
信

村
上
サ
ッ
シ

村
上　

和
夫

有
限
会
社
Ｆ
創

佐
藤　

辰
郎

仙
台
市
宮
城
野
区
蒲
生
字

町
十
二－

九

仙
台
市
若
林
区
霞
目
二
丁

目
六－

一

仙
台
市
宮
城
野
区
出
花
三

丁
目
二
十
八－

一

百
五
十
五
号

般－

二
十
一

第
一
万
五
千
七

百
八
十
七
号

般－

十
九

第
一
万
六
千
五

百
三
十
四
号

般－

十
八

第
一
万
七
千
八

百
三
十
五
号

　

と
び
・
土
工
工
事
業

全
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

大
工
工
事
業

　

管
工
事
業

全
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

建
具
工
事
業

全
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

内
装
仕
上
工
事
業

平
成
二
十
三
年

 

八
月
九
日

平
成
二
十
三
年

 

八
月
十
二
日

平
成
二
十
三
年

 

八
月
九
日

区
域
の
名
称

根
方
沢
２

根
方
沢
３

下
別
当
沢
３

下
別
当
沢
４

下
別
当
沢

下
別
当
沢
２

遠
刈
田
温
泉

の
２

土
砂
災
害

の
発
生
原

因
と
な
る

自
然
現
象

の
種
類

土
石
流

土
石
流

土
石
流

土
石
流

土
石
流

土
石
流

急
傾
斜
地

の
崩
壊

区　

域　

の　

所　

在　

地

刈
田
郡
蔵
王
町
大
字
宮
字
青
竹
（
次
の
図
の

と
お
り
）

刈
田
郡
蔵
王
町
大
字
宮
字
青
竹
（
次
の
図
の

と
お
り
）

刈
田
郡
蔵
王
町
大
字
宮
字
願
行
寺
（
次
の
図

の
と
お
り
）

刈
田
郡
蔵
王
町
大
字
宮
字
願
行
寺
（
次
の
図

の
と
お
り
）

刈
田
郡
蔵
王
町
大
字
宮
字
願
行
寺
、
同
町
大

字
宮
字
青
麻
下
山
（
次
の
図
の
と
お
り
）

刈
田
郡
蔵
王
町
大
字
宮
字
荷
駄
山
（
次
の
図

の
と
お
り
）

刈
田
郡
蔵
王
町
大
字
遠
刈
田
温
泉
字
小
妻
坂

山
（
次
の
図
の
と
お
り
）

建
築
物
の
構

造
の
規
制
に

必
要
な
衝
撃

に
関
す
る
事

項次
の
図
の
と

お
り

縦　
覧　
場　
所

宮
城
県
土
木
部
防

災
砂
防
課
及
び
宮

城
県
大
河
原
土
木

事
務
所



 

　

（「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
は
、
当
該
指
定
区
域
の
縦
覧
場
所
の
欄
に
掲
げ
る
場
所
に

お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
二
十
九
号

　

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
五
十
七
号
）

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
区
域
を
土
砂
災
害
警
戒
区
域
に
指
定
す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
九
月
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
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笹
谷
沢

上
石
丸
沢
１

上
石
丸
沢
２

上
石
丸
沢
３

金
山
沢
１－

１金
山
沢
１－

２金
山
沢
２

金
山
沢
３

西
田
沢
１

西
田
沢
２

川
窪
沢

川
向
沢

栃
原
沢
５

栃
原
沢
６

白
具
沢

山
崎
沢
２

本
砂
金
沢
１

本
砂
金
沢
３

宿
沢
１

土
石
流

土
石
流

土
石
流

土
石
流

土
石
流

土
石
流

土
石
流

土
石
流

土
石
流

土
石
流

土
石
流

土
石
流

土
石
流

土
石
流

土
石
流

土
石
流

土
石
流

土
石
流

土
石
流

柴
田
郡
川
崎
町
大
字
今
宿
字
石
橋
沢
山
（
次

の
図
の
と
お
り
）

柴
田
郡
川
崎
町
大
字
川
内
字
小
谷
立
山
（
次

の
図
の
と
お
り
）

柴
田
郡
川
崎
町
大
字
川
内
字
小
谷
立
山
（
次

の
図
の
と
お
り
）

柴
田
郡
川
崎
町
大
字
川
内
字
小
谷
立
山
（
次

の
図
の
と
お
り
）

柴
田
郡
川
崎
町
大
字
小
野
字
金
山
（
次
の
図

の
と
お
り
）

柴
田
郡
川
崎
町
大
字
小
野
字
金
山
（
次
の
図

の
と
お
り
）

柴
田
郡
川
崎
町
大
字
小
野
字
金
山
（
次
の
図

の
と
お
り
）

柴
田
郡
川
崎
町
大
字
小
野
字
金
山
、
同
町
大

字
小
野
字
大
平
山
（
次
の
図
の
と
お
り
）

柴
田
郡
川
崎
町
大
字
小
野
字
大
平
山
（
次
の

図
の
と
お
り
）

柴
田
郡
川
崎
町
大
字
小
野
字
大
平
山
（
次
の

図
の
と
お
り
）

柴
田
郡
川
崎
町
大
字
支
倉
字
大
倉
山
、
同
町

大
字
支
倉
字
川
向
（
次
の
図
の
と
お
り
）

柴
田
郡
川
崎
町
大
字
支
倉
字
大
倉
山
（
次
の

図
の
と
お
り
）

柴
田
郡
川
崎
町
大
字
本
砂
金
字
北
栃
原
山

（
次
の
図
の
と
お
り
）

柴
田
郡
川
崎
町
大
字
本
砂
金
字
北
栃
原
山
、

同
町
大
字
本
砂
金
字
栃
原
（
次
の
図
の
と
お

り
）

柴
田
郡
川
崎
町
大
字
本
砂
金
字
北
栃
原
山
、

同
町
大
字
本
砂
金
字
大
鳥
屋
山
、
同
町
大
字

本
砂
金
字
栃
原
（
次
の
図
の
と
お
り
）

柴
田
郡
川
崎
町
大
字
本
砂
金
字
古
寺
山
、
同

町
大
字
本
砂
金
字
山
崎（
次
の
図
の
と
お
り
）

柴
田
郡
川
崎
町
大
字
本
砂
金
字
運
南
山
、
同

町
大
字
本
砂
金
字
道
畑
、
同
町
大
字
本
砂
金

字
大
前
城
山
（
次
の
図
の
と
お
り
）

柴
田
郡
川
崎
町
大
字
本
砂
金
字
運
南
山
、
大

字
本
砂
金
字
大
平
田
山（
次
の
図
の
と
お
り
）

柴
田
郡
川
崎
町
大
字
本
砂
金
字
宿
（
次
の
図

の
と
お
り
）

宿
沢
２

宿
沢
３

裏
丁

金
山

上
石
丸

上
石
丸

宿宿本
砂
金

羽
根
坂
山

山
崎

山
崎

山
崎

山
崎

土
石
流

土
石
流

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

柴
田
郡
川
崎
町
大
字
本
砂
金
字
迴
戸
沢
山
、

同
町
大
字
本
砂
金
字
宿（
次
の
図
の
と
お
り
）

柴
田
郡
川
崎
町
大
字
本
砂
金
字
迴
戸
沢
山
、

同
町
大
字
本
砂
金
字
熊
野
沢
山
（
次
の
図
の

と
お
り
）

柴
田
郡
川
崎
町
大
字
前
川
字
舘
山
、
同
町
大

字
前
川
字
裏
丁
（
次
の
図
の
と
お
り
）

柴
田
郡
川
崎
町
大
字
小
野
字
金
山
（
次
の
図

の
と
お
り
）

柴
田
郡
川
崎
町
大
字
川
内
字
小
谷
立
山
、
同

町
大
字
川
内
字
上
石
丸（
次
の
図
の
と
お
り
）

柴
田
郡
川
崎
町
大
字
川
内
字
小
谷
立
山
、
同

町
大
字
川
内
字
上
石
丸（
次
の
図
の
と
お
り
）

柴
田
郡
川
崎
町
大
字
支
倉
字
舘
山
、
同
町
大

字
支
倉
字
塩
沢
（
次
の
図
の
と
お
り
）

柴
田
郡
川
崎
町
大
字
支
倉
字
舘
山
、
同
町
大

字
支
倉
字
塩
沢
（
次
の
図
の
と
お
り
）

柴
田
郡
川
崎
町
大
字
本
砂
金
字
道
畑
（
次
の

図
の
と
お
り
）

柴
田
郡
川
崎
町
大
字
前
川
字
羽
根
坂
山
（
次

の
図
の
と
お
り
）

柴
田
郡
川
崎
町
大
字
本
砂
金
字
山
崎
、
同
町

大
字
本
砂
金
字
古
寺
山（
次
の
図
の
と
お
り
）

柴
田
郡
川
崎
町
大
字
本
砂
金
字
山
崎
、
同
町

大
字
本
砂
金
字
古
寺
山（
次
の
図
の
と
お
り
）

柴
田
郡
川
崎
町
大
字
本
砂
金
字
山
崎
、
同
町

大
字
本
砂
金
字
古
寺
山（
次
の
図
の
と
お
り
）

柴
田
郡
川
崎
町
大
字
本
砂
金
字
山
崎
、
同
町

大
字
本
砂
金
字
古
寺
山（
次
の
図
の
と
お
り
）



　

（「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
は
、
当
該
指
定
区
域
の
縦
覧
場
所
の
欄
に
掲
げ
る
場
所
に

お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
三
十
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
白
石
市
土
地
改
良
区

役
員
の
退
任
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
三
年
九
月
六
日

 

宮
城
県
大
河
原
地
方
振
興
事
務
所　
　
　
　
　
　
　
　

 

所　

長　
　

山　
　

田　
　

義　
　

輝　
　
　

　

退
任
し
た
者

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
三
十
一
号

　

旧
迫
川
右
岸
土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
に
つ
い
て
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二
十
三
年
八
月
二
十
三
日
認
可
し
た
。

　

な
お
、
こ
の
認
可
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
六
か
月
以
内
に
宮
城
県
を
被
告
と
し
て
仙
台

地
方
裁
判
所
に
こ
の
認
可
に
対
す
る
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
九
月
六
日

 

宮
城
県
北
部
地
方
振
興
事
務
所　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

所　

長　
　

吉　
　

田　
　

祐　
　

幸　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
三
十
二
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
石
巻
市
蛇
田
土
地
改

良
区
役
員
の
就
任
及
び
退
任
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
三
年
九
月
六
日

 

宮
城
県
東
部
地
方
振
興
事
務
所　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

所　

長　
　

戸　
　

村　
　

俊　
　

幸　
　
　

一　

就
任
し
た
者

二　

退
任
し
た
者

 
公

告

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
落
札
者
を
決
定
し
た
。

　
　

平
成
二
十
三
年
九
月
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

落
札
に
係
る
物
品
又
は
役
務
の
名
称
及
び
数
量　

平
成
二
十
三
年
度
情
報
シ
ス
テ
ム
課
リ
ー
ス
パ
ソ
コ
ン
賃
貸

借
、
導
入
設
定
及
び
保
守
業
務　

三
百
三
十
五
台
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区
域
の
名
称

本
砂
金

土
砂
災
害

の
発
生
原

因
と
な
る

自
然
現
象

の
種
類

急
傾
斜
地

の
崩
壊  

区　

域　

の　

所　

在　

地

柴
田
郡
川
崎
町
大
字
本
砂
金
字
道
畑
（
次
の

図
の
と
お
り
）

縦　

覧　

場　

所

宮
城
県
土
木
部
防
災
砂
防
課
及
び

宮
城
県
大
河
原
土
木
事
務
所

退

任

年

月

日

平
成
二
十
三
年
六
月
二
十
七
日

氏　
　
　

名

佐

藤

賢

一

住　
　
　
　
　
　
　
　
　

所

白
石
市
郡
山
字
関
下
二
十
四
番
地

役
職
名

理　

事

就

任

年

月

日

平
成
二
十
三
年
八
月
二
十
日

平
成
二
十
三
年
八
月
二
十
日

平
成
二
十
三
年
八
月
二
十
日

平
成
二
十
三
年
八
月
二
十
日

平
成
二
十
三
年
八
月
二
十
日

氏　
　
　

名

齋　

藤　

宏
一
郎

千

葉

利

一

齋

藤

要

一

�
　

橋　

長
一
郎

宍

戸

敏

男

住　
　
　
　
　
　
　
　
　

所

石
巻
市
蛇
田
字
新
大
埣
百
六
十
一
番
地
一

石
巻
市
蛇
田
字
福
村
北
十
二
番
地

石
巻
市
蛇
田
字
中
埣
三
十
七
番
地
一

石
巻
市
蛇
田
字
西
境
谷
地
七
番
地

石
巻
市
蛇
田
字
菰
継
二
十
二
番
地

役
職
名

理

事

理

事

理

事

理

事

理

事

退

任

年

月

日

平
成
二
十
三
年
八
月
十
九
日

平
成
二
十
三
年
八
月
十
九
日

平
成
二
十
三
年
八
月
十
九
日

平
成
二
十
三
年
八
月
十
九
日

平
成
二
十
三
年
八
月
十
九
日

氏　
　
　

名

齋　

藤　

宏
一
郎

千

葉

利

一

齋

藤

要

一

�
　

橋　

長
一
郎

宍

戸

敏

男

住　
　
　
　
　
　
　
　
　

所

石
巻
市
蛇
田
字
新
大
埣
百
六
十
一
番
地
一

石
巻
市
蛇
田
字
福
村
北
十
二
番
地

石
巻
市
蛇
田
字
中
埣
三
十
七
番
地
一

石
巻
市
蛇
田
字
西
境
谷
地
七
番
地

石
巻
市
蛇
田
字
菰
継
二
十
二
番
地

役
職
名

理

事

理

事

理

事

理

事

理

事



二　

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
室
等
の
名
称
及
び
所
在
地　

震
災
復
興
・
企
画
部
情
報
シ
ス
テ
ム
課　

仙
台

市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号

三　

落
札
者
を
決
定
し
た
日　

平
成
二
十
三
年
八
月
二
十
六
日

四　

落
札
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
所
在
地　

Ｎ
Ｅ
Ｃ
キ
ャ
ピ
タ
ル
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
株
式
会
社
東
北
支
店

仙
台
市
青
葉
区
中
央
四
丁
目
六
番
一
号

五　

落
札
金
額　

二
千
六
百
六
十
二
万
五
千
円

六　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続　

一
般
競
争
入
札

七　

入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日　

平
成
二
十
三
年
七
月
十
五
日

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

〇
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
し
た
次
の
開
発
区
域
（
工

区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

平
成
二
十
三
年
九
月
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

選
挙
管
理
委
員
会

〇
宮
選
管
告
示
第
九
十
五
号

　

公
職
選
挙
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
八
十
九
号
）
第
百
十
条
の
五
の
規
定
に
よ
り
交
付
し
た
左
記
の
証
票

は
、
平
成
二
十
三
年
八
月
二
十
六
日
以
降
無
効
と
す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
九
月
六
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委　
員　
長　
　

佐　
　

藤　
　

健　
　

一　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

記

 

 
監
査
委
員

 
正

誤
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一　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）

　

栗
原
市
志
波
姫
南
堀
口
百
十
八
番
、
百
十
九
番
、
百
二

十
番
、
百
二
十
一
番
、
百
二
十
二
番
一
及
び
百
二
十
二
番

二
　

新
潟
県
新
潟
市
南
区
清
水
四
千
五
百
一
番
地
一

株
式
会
社
コ
メ
リ　
　
　
　
　
　

証

票

番

号

�候
 
　

第
三
号
の
〇
四
五

証

票

番

号

�団
 
　

第
三
号
の
〇
四
二

〇
宮
城
県
監
査
委
員
告
示
第
６
号

　
地
方
自
治
法
（
昭
和
22年

法
律
第
67号

）
第
199条

第
１
項
，
第
２
項
及
び
第
４
項
の
規
定
に
よ
り
，
平
成
23年

４

月
か
ら
６
月
ま
で
に
実
施
し
た
一
般
会
計
及
び
特
別
会
計
に
係
る
定
期
監
査
等
の
結
果
は
次
の
と
お
り
で
す
。

　
　
平
成
23年

９
月
６
日

 
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
内
　
　
海
　
　
　
　
　
太
　
　
　

 
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
佐
　々
　木
　
　
敏
　
　
克
　
　
　

 
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
遊
　
　
佐
　
　
勘
左
衛
門
　
　
　

 
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
工
　
　
藤
　
　
鏡
　
　
子
　
　
　

１
　
監
査
実
施
機
関
及
び
監
査
実
施
年
月
日

監
査
実
施
機
関
 

監
査
実
施
日
　
　
　

　
地
方
機
関

　
〇
環
境
生
活
部

　
　
原
子
力
セ
ン
タ
ー
 

４
月
14日

　
　
　
　

　
　
動
物
愛
護
セ
ン
タ
ー
 

４
月
14日

　
　
　
　

　
〇
経
済
商
工
観
光
部

　
　
宮
城
障
害
者
職
業
能
力
開
発
校
 

４
月
14日

　
　
　
　

　
〇
教
育
庁

　
　
特
別
支
援
教
育
セ
ン
タ
ー
 

６
月
29日

　
　
　
　

　
　
船
岡
支
援
学
校
 

６
月
24日

　
　
　
　

　
　
角
田
支
援
学
校
 

６
月
24日

　
　
　
　

　
　
石
巻
支
援
学
校
 

６
月
23日

　
　
　
　

２
　
監
査
結
果

　
平
成
22年

度
の
財
務
に
関
す
る
事
務
の
執
行
の
事
実
が
地
方
自
治
法
第
２
条
第
14項

及
び
第
15項

の
規
定
の
趣

旨
に
沿
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
，
特
に
意
を
用
い
て
行
い
ま
し
た
。

　
そ
の
結
果
，
公
表
す
べ
き
指
摘
事
項
は
認
め
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。



〇
宮
城
県
公
報
第
二
二
八
〇
号
（
平
成
二
十
三
年
八
月
九
日
付
け
）
中

〇
宮
城
県
公
報
平
成
二
三
年
号
外
第
五
九
号
（
平
成
二
十
三
年
五
月
三
十
一
日
付
け
）
中
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ペ
ー
ジ

三

段上

行一

正

　

登
米
市
東
和
町
米
谷
字
朝
田
貫
六
四

の
一
六
六
、
六
四
の
一
六
七
、
六
四
の

一
七
二
、
六
四
の
一
七
三
、
六
四
の
一

七
六
、
六
四
の
一
七
八
か
ら
六
四
の
一

八
一
ま
で
、
六
四
の
一
八
三
か
ら
六
四

の
一
八
六
ま
で
、
六
四
の
一
八
九
、
六

四
の
一
九
二
、
六
四
の
一
九
六
か
ら
六

四
の
一
九
九
ま
で
（
以
上
一
九
筆
国
有

林
）

　
　
　
　
　
　
　

誤

　

登
米
市
東
和
町
米
谷
字
朝
田
貫
六
四

の
一
六
六
、
六
四
の
一
六
七
、
六
四
の

一
七
二
、
六
四
の
一
七
三
、
六
四
の
一

七
六
、
六
四
の
一
七
八
か
ら
六
四
の
一

八
一
ま
で
、
六
四
の
一
八
三
か
ら
六
四

の
一
八
六
ま
で
、
六
四
の
一
八
九
、
六

四
の
一
九
二
、
六
四
の
一
九
六
か
ら
六

四
の
一
九
九
ま
で

ペ
ー
ジ

一
五

段上

行一

正

　

様
式
第
八
号
か
ら
様
式
第
十
三
号
ま

で
を
削
る
。

　

様
式
第
十
四
号
を
様
式
第
八
号
と

し
、
様
式
第
十
五
号
を
様
式
第
九
号
と

し
、
同
様
式
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加

え

　
　
　
　
　
　
　

誤

　

様
式
第
十
四
号
を
様
式
第
八
号
と

し
、
様
式
第
十
三
号
を
様
式
第
九
号
と

し
、
同
様
式
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加

え


